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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
勇
敢
な
る
消
防
団
員
の
水
門
操
作
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
、
水
門
等
の
閉
鎖
や
避
難
誘
導
等
の
活
動
中
に
被
災
し
た
消
防
団
員
の

正
確
な
人
数
は
把
握
で
き
て
い
な
い
も
の
の
、
消
防
団
員
の
死
者
・
行
方
不
明
者
の
合
計
が
二
百
五
十
三
名
で
あ
る
と
承
知

し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
水
防
活
動
に
従
事
す
る
者
の
安
全
の
確
保
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
水
防
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
防
計
画
に
つ
い
て
、
同
法
の
一

部
を
改
正
し
、
津
波
の
発
生
時
に
お
け
る
水
防
活
動
そ
の
他
の
危
険
を
伴
う
水
防
活
動
に
従
事
す
る
者
の
安
全
の
確
保
が
図

ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
を
設
け
る
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
を
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
に
閣
議
決
定
し
、
今
国
会
に
提
出
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
消
防
庁
で
は
、
同
年
五
月
に
全
国
の
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
、
防
災
体
制
の
緊
急
点
検
の
実
施
に
関
す
る
通
知

を
発
出
し
、
防
災
事
務
に
従
事
す
る
者
の
安
全
確
保
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
も
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
消
防
審
議
会
の
議

一



論
も
踏
ま
え
、
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
消
防
団
活
動
の
在
り
方
、
消
防
団
員
の
安
全
確
保
策
、
活
動
時
の
情
報
伝
達
等
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
水
門
等
の
自
動
化
・
遠
隔
操
作
化
に
つ
い
て
は
、
津
波
に
よ
る
浸
水
か
ら
市
街
地
等
を
防
護
す
る
水
門
等
の
操

作
に
従
事
す
る
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
海
岸
法
（
昭
和
三
十

一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
岸
管
理
者
（
以
下
単
に
「
海
岸
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
水

門
等
の
自
動
化
・
遠
隔
操
作
化
に
係
る
技
術
的
な
支
援
や
整
備
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
平
成
二
十
二
年
三
月
末
時
点
で
、
全
開
し
た
と
き
の
開
口
部
の
幅
二
メ
ー
ト
ル
以
上
か
つ
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
以

上
の
水
門
等
六
千
六
百
六
十
八
基
の
う
ち
、
七
百
四
十
二
基
の
整
備
が
完
了
し
て
い
る
。

ま
た
、
港
湾
に
お
け
る
水
門
等
の
利
用
状
況
や
管
理
実
態
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
詳
細
を
把
握
す
る
た

め
の
調
査
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
該
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
港
湾
に
お
け
る
水
門
等
の
自
動
化
・
遠
隔
操
作
化
の
促
進
や
電
源
を
喪
失
し
た
場
合
の
対

応
策
を
平
成
二
十
三
年
度
内
を
目
途
に
策
定
す
る
と
と
も
に
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
施
設
の
管
理
が
適
切
に

二



行
わ
れ
る
よ
う
海
岸
管
理
者
に
対
す
る
指
導
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
基
づ
き
、

死
亡
し
た
者
の
遺
族
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
災
害
弔
慰
金
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）

に
基
づ
き
、
業
務
上
死
亡
し
た
労
働
者
の
遺
族
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
遺
族
補
償
給
付
等
が
あ
る
。

六
に
つ
い
て

地
震
に
よ
り
津
波
が
発
生
す
る
と
判
断
さ
れ
る
と
き
は
、
津
波
に
よ
る
浸
水
か
ら
市
街
地
等
を
防
護
す
る
た
め
、
速
や
か

に
水
門
等
を
閉
鎖
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
水
門
等
の
操
作
を
行
う
消
防
団
員
等
の
安
全
の
確
保
も
重
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
水
門
等
の
自
動
化
・
遠
隔
操
作
化
を
促
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
自
動
化
・
遠
隔
操
作
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
水
門
等
に
つ
い
て
は
、
消
防
団
員
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
想

定
以
上
の
規
模
の
津
波
が
発
生
し
得
る
こ
と
も
考
慮
し
て
消
防
団
員
等
の
避
難
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
地
方
公
共
団
体
に

対
し
て
助
言
し
て
ま
い
り
た
い
。

三


